
協働のＱ＆Ａ　第６章 協働の推進について～全体に向けて～

　

  

  

長い間「奈良市協働のＱ＆Ａ」を読んで下さり、ありがとうございました。 

今後も協働についてご相談やわからないことがあれば、ぜひ協働推進課に相談して下さい！ 

 

Q9 

     協働する相手となる組織を規制する法律ってあるの？ Q61 

 「協働のための職員研修」で市民の方や職員

の方から出された全６１問の疑問や質問にお

答えしている「奈良市協働のＱ＆Ａ」ですが、

いよいよ今回で最終回です。 

A61  協働の相手によって、相手となる組織に適応される法律に違いがあるんだよ。 

 例えば、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の場合だと、特定非営利活動促進法

という法律で様々なことを定められているよ。他にも、相手が社会福祉法人であっ

た場合は社会福祉法であったり、相手方となる組織はそれぞれ対応する法律で規制

されているんだ。協働で事業を実施する際には、相手となる組織がどんな規定で定

められているのか知っておくと、お互いの性質がわかって事業をよりスムーズに進

めることができるよ。 

最終回! 
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 「奈良市協働のＱ＆Ａ」でこれまでにあった全６１問のＱ＆Ａを紹介するよ！協働を始める

前に、また進めているうちにわからないことがあったら、ぜひ読み返してみてね！ 
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最終回 

 

Ｑ２３ 市と協働相手の役割って、それぞれどういうものなの？  

Ｑ２４ 市役所のなかで事業の担当者は何をするの？またどのように担当者を決めればいいの？  

Ｑ２５ 主となって事業を進めていくのは誰なの？ 

Ｑ２６ 最初にどこまで取り決めを行っておけばいいの？ 

Ｑ２７ 協働には組織表や規約は必要なの？ 

Ｑ２８ 協働の年間計画や年次計画を立てるべきなの？ 

Ｑ２９ 協働の目的設定、目標の共有化はどうすればいいの？ 

Ｑ３０ 共有できない目的・方向性はどう改善すればいいの？ 

Ｑ３１ 協働事業での意思決定の方法はどうすればいいの？また、契約の際の範囲・項目はどうす 

          ればいいの？ 

Ｑ３２ 協働内容と経過は公開されるの？ 

Ｑ３３ お互いの意見が対立する場合は、どう調整すればいいの？ 

Ｑ３４ 協働事業で持ち上がった法的な問題はどう処理すればいいの？ 

Ｑ３５ 協働途中で協働事業の目的・方向性が変わった場合や中止の必要性が出てきた場合はどう 

          解決すればいいの？ 

Ｑ３６ 複数の相手との協働や、事業途中での協働の相手の変更はできるの？ 

Ｑ３７ 協働を実際に行って事故や問題が起こった場合の責任の所在、改善策やマニュアルは準備 

          されているの？ 

Ｑ３８ 協働が行き詰った場合はどうすればいいの？ 

Ｑ３９ 協働相手が途中で協働を辞退する等、パートナーが協働できなくなった時はどうすればい 

          いの？ 

Ｑ４０ 協働事業での最終責任者・最終決定者は誰なの？ 

Ｑ４１ 行政は臨機応変に対応できるの？ 

Ｑ４２ 局は担当者同士だけの話し合いになって、本来の事業の目的や協働の意図がうやむやにな 

          らない？ 

Ｑ４３ 協働で活動したときの保険はあるの？ 

Ｑ４４ 協働事業が終わった後、事業内容の検証や評価、決算報告は必要なの？それは誰がするの？ 

Ｑ４５ 協働を継続するモチベーションを維持する秘訣は？ 

Ｑ４６ ボランティア活動は無償というイメージだけど、協働するときは経済的支援はいらないの？ 

Ｑ４７ 協働する相手とのお金の負担の割合ってどうなるの？ 

Ｑ４８ 事業計画を予算どおり実行できるかな？ 

Ｑ４９ 予算が複数年度にわたる場合はどうすればいいの？ 

Ｑ５０ 事業によって収益や成果物が出た場合、財産管理はどうすればいいの？ 

Ｑ５１ 協働の必要性を課内や職員に理解・認識してもらうにはどうすればいいの？  

Ｑ５２ 担当者が人事異動してしまったらどうすればいいの？ 

Ｑ５３ 協働事業を実施するときに、課内で気をつけることって何かあるの？ 

Ｑ５４ 必要な人材や時間はどうやって確保するの？ 

Ｑ５５ 市民や市民公益活動団体等に協力してもらうために、協働事業をどんな方法でＰＲすれば 

          いいの？ 

Ｑ５６ 市民や市民公益活動団体等に協働の意識を持ってもらうにはどうすればいいの？ 

Ｑ５７ 市民や市民公益活動団体等の、協働の相手を対象とした研修って実施されてるの？ 

Ｑ５８ 意見を求めるのも協働の一種だということだけど、幅広い意見を求めるためにはどうすれ 

          ばいいの？ 

Ｑ５９ 協働について相談できる窓口やサポート体制ってあるの？  

Ｑ６０ 奈良市で実際に協働を行っている課はあるの？また、「奈良市市民参画及び協働によるま 

          ちづくり条例」制定後、協働をして上手くいった例ってどんなものなの？  

Ｑ６１ 協働する相手となる組織を規制する法律ってあるの？ 

 

Ｑ１ なぜ協働しなければいけないの？ 

Ｑ２ 協働の具体的な目標やゴールってあるの？ 

Ｑ３ 協働って必ず市と市民公益活動団体が行っているものなの？ 

Ｑ４ 協働における「対等」ってどういうこと？ 

Ｑ５ まず市職員は何をすればいいの？ 

Ｑ６ 協働に適した事業ってどういうものなの？ 

Ｑ７ 協働において、市が出来ない事業ってあるの？ 

Ｑ８ 協働する事業のニーズや情報を得るにはどうすればいいの？ 

Ｑ９ 事業を行ううえで、ニーズの優先順位はどう決めればいいの？ 

Ｑ１０ 協働する事業はどのように決めればいいの？ 

Ｑ１１ 協働の相手はどうやって決めるの？ 

Ｑ１２ 協働の申し出が多数あった場合、相手を選択する基準はどのようにすればいいの？ 

Ｑ１３ 協働するためのパートナーを探したい場合、相手となる団体や個人の事前評価や事業実 

          績がわかる資料（具体的な中身がわかるパンフレット等）やホームページはあるの？ 

Ｑ１４ 協働する相手にはどれだけの力量が必要なの？ 

Ｑ１５ 相手が話に乗ってこなかったらどうすればいいの？ 

Ｑ１６ 市と市民公益活動団体とのネットワークはどのように作ればいいの？ 

Ｑ１７ 協働しても事業の質・公平性・公共性は維持できるの？ 

Ｑ１８ 市は協働事業にどこまで踏み込めるの？ 

Ｑ１９ 協働を行うときに、実際に動くのは協働相手で、行政は費用のみを負担するの？ 

Ｑ２０ 協働事業を行う場合、個人情報の取扱いはどのようにすればいいの？ 

Ｑ２１ 協働するためにはどのくらいの時間が必要なの？ 

Ｑ２２ 複数の部署にまたがる事業はどうすればいいの？また、事業途中で他課との連携が必要 

           になればどうすればいいの？ 

 

協働ってまずどこから 

始めればいいんだっけ？ 

 

そもそも「協働」ってどんな 

もので、何のメリットがあるん

だっけ…？ 


